


日本脳炎ウイルスは、ブタなどの動物の体内でウイルスが増殖した後、そのブタ
を刺したコガタアカイエカ（水田などに発生する蚊の一種）などがヒトを刺すこと
によって感染します。

6～16





通常の定期接種対象者

特例対象者

※詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

予防接種実施規則附則第4条、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方
9～13歳未満の間に、1期（3回）の不足分を定期として接種できます。

予防接種実施規則附則第5条、平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方
20歳になるまでの間に4回の接種のうち不足分を定期として接種できます。

平成17年度から平成21年度の間に日本脳炎の予防接種の機会を逃した方を「特例対象者」として、
接種の機会が設けられています。

生後6ヵ月から生後90ヵ月に至るまでの間にある者
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